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福祉制度が時代で変容する「怖さ」 

 

社会福祉の授業や講義では、その根拠として日

本国憲法や法律が用いられることが多い。憲法１

３条において「すべて国民は、個人として尊重さ

れる」と、個人の人権を最大限保障しています（「基

本的人権の尊重」）。憲法２５条では「すべて国民

は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を

有する。国は、すべての生活部面について、社会福

祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め

なければならない」とされています。さらに、様々

な「○○福祉法」等の福祉関連法があり、福祉活動

の根拠となっています。 

憲法や法律は、時代によって大きく異なります。

変遷があるのは当然です。過去に用いた法律も現

状を反映していないとして、いずれ古くなってい

きます。そして、次の法律ができていくのです。つ

まり、現在用いている法律もいずれ古くなるので 

 

 

 

 

 

す。 

とはいえ、人々の暮らしにおいて必要なことは

そんなに変わるのでしょうか。人々が暮らす中で

お互いに助け合い、相補的に暮らしてきた実態は

不変です。法律があるか、ないか以前に人の暮ら

しがあるのです。つまり、法律を根拠にできるの

は暮らしの一部分でしかありません。そんな中で

「法律に基づいて福祉を行っていたら、それでい

いのか？」「疑いを持たずに、法律がただ正しいと

して福祉業務を行っていいのか？」という法律す

ら、危ういという事例を取り上げます。今回は、憲

法も法律も異なる、日本という国を舞台に行われ

た（過去の）福祉活動を取り上げ、社会福祉制度が

時代で変容していく「怖さ」について考えます。 

 

 

軍事保護院推薦『聖戦交響楽』 

 

障 害 者 福 祉 援 助 論 

- これから現場に行くあなたに！ - 
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紙芝居で『聖戦交響楽』というのが上演されて

いたのは戦時中です。発行は 1941 年 4 月。真珠湾

攻撃の以前です。この物語では、音楽家が戦地に

いき、視力を失って帰ってきます。元軍人が主人

公です。帰国後に、戦地での経験をもとに壮大な

楽曲を作曲し、コンサートを開き、大成功を収め

る物語です。この中で、師弟愛（軍隊時代の上官が

激励に来る）、家族愛（不自由な暮らしを家族が助

ける）、傷痍軍人への敬意（まちでも、大切にされ

る）、その時代が求めていた人間としての成長（男

尊女卑的）が描かれています。 

こうした紙芝居は「国策紙芝居」といわれてい

ます。国策として作成、上演を進めました。戦意高

揚、忠誠心の醸成、軍事援護精神の形成等を目的

に、厚生省（現厚生労働省）の外局が紙芝居を用い

ることを決定し、行われました。つまり、国がほぼ

直接決めた方針です。 

 

 

大衆性、教育性、芸術性の心地よさ 

 

紙芝居の優位性は、視覚的にも伝達できるとこ

ろです。多くの人、つまり日本語の読み書きが苦

手な人たち、子どもたちを含め、大衆に向けたメ

ッセージを届ける方法として機能しました。 

上演の 1 つの場所は教育機関でした。全国津々

浦々に多くの伝える場所があり、さらに演者であ

る大人がいる。さらに多くの聴衆に伝えることが

できる権威があり、場所もあったからです。こう

した「大衆性」と「教育性」をベースにしていまし

た。また、「絵」と「物語」という表現活動を用い

るため、応用できる技術や手法がすでにありまし

た。人の心を打ち、心を揺さぶる「芸術性」も 3 つ

目の特徴とされています。こうした特徴は、戦時

に人心を掌握し、国家のコントロール下にするに
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は便利な手法とされたというのは想像できます。 

『聖戦交響楽』では、主人公、つまり盲目となっ

た元傷病兵である音楽家は出かける時に、自分の

子どもに手引き（手や肩をもって誘導）をしても

らって外に出かけます。セリフでもこれは障害者

家族、傷痍軍人家族の中の「子どもの役目」と断言

されています。そして、公共の交通機関では、傷痍

軍人ということで国のために奉公をした偉い人と

して周囲の人々から優しく敬愛され、不自由なく

移動している様子が描かれています。 

 

 

また、戦地でお世話になった上官である元部隊

長が訪問に来て、その絆の尊さも強調されます。

また、盲目であることの神秘性を描写するような

場面もあります。雷に打たれたかのように、作曲

のアイディアが舞い降りるのです。さらに野営で

経験する自然への畏怖の念もそこに加えられてい

ます。そして、これらの根拠となったのは、命を投

げ出して未来のために、国のために行動した人の

みが経験する「戦地の体験」があったからこそ、芸

術的に素晴らしい音楽ができたとします。体験が

いかにも聖なるもので、価値ある体験のように位

置づけられています。 

 

 

 

 

福祉職も「国策紙芝居」を上演 

 

こうした国策紙芝居は数百単位の作品があり、

各地で使われました。私の手元にある 2 点は、祖

父が残したものです。なんでも私に、いいタイミ

ングがあれば渡すようにと、祖父は父に託したそ

うです。他にも「支那事変従軍記章」や「ゲート

ル」とともに紙芝居 3 点（うち１点は戦後の紙芝

居）が残されました。祖父は戦中、傷痍軍人とな

り、国内で過ごします。地域の役、自治体職員もし

ていたので、その中で国策紙芝居を用いたと伝え

きいています。戦後は GHQ（連合国軍最高司令官



20 

総司令部）が日本に入ってきました。国策紙芝居

を持っていると戦争にたくさん協力した「戦争犯

罪者として逮捕される」と噂になり、各所でこう

した紙芝居は焼却されたといいます。その中でこ

っそりと隠していたのが祖父で、なかなかの根性

と機転と少しのチャレンジ精神と遊び心です。 

 

 

 

この紙芝居を上演したのは、小中学校の教員、

自治体職員に加え、「方面委員」もかかわったとい

われています。方面委員は今でいう、「民生委員」

です。つまり、福祉の担い手の役割です。 

本来、方面委員は制度で福祉に関する業務が当

てられていました。それは地域の困っている人を

サポートする役割です。例えばお金がなくて困っ

ている人に支援をしたり、病気で動けない人に行

政サービスを届けたりです。それが戦時中に変容

していくのです。軍人遺家族の援護、軍人援護事

業、銃後後援事業、軍国化に向けた国民精神総動

員運動による教化事業…が方面委員の役割となっ

ていきました。そのきっかけは軍事扶助法（1937）

の制定とされています。 

1945 年に GHQ が日本にきて、こうした紙芝居

も検閲され淘汰されます。祖父からの紙芝居 3 つ

のうち、「国策紙芝居」ではない残りの１つの紙芝

居は戦後のもので、ユーモアにあふれています。

「火の用心」をテーマにした内容です。しかもお

寺が舞台で坊主と小坊主さんの軽妙なやり取りが

描かれています。戦前、戦後の数年でガラっと様々

なものが急激に変わったことがよくわかります。 

 

 

 

「あきお、きけ。おじいちゃんの…」 

 

福祉職は法律の言いなりではよくありません。

福祉職に限ったことではありません。まずは自分

自身の頭で考えることです。法律は変わります。

法律名は変わらなくても、微調整で内容がどんど

ん本来の目的から逸れて変わっていくこともあり

ます。歴史では劇的な変化が一瞬で起こることが

あります。でもそれは少ないでしょう。それより

も日夜じわじわ侵食するのは、法律名は変わらず、 
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拡大したり、運用の仕方を変えたりする緩やかな

変化でしょう。福祉職は利用者さんを通して、住

民の暮らしを見て、それに対する策である福祉サ

ービスを駆使します。福祉の法制度と住民の生活

実態双方に詳しいところにいるのです。だからこ

そ、自分で考え、時には行動もしていくこと、そう

いう事態があることをまずは話題にしていくこと

が大切でしょう。同じく国策紙芝居を上演した教

育現場、自治体の職員も同様です。 

 私たちが根拠に使っている法律も大丈夫でしょ

うか。立案時の精神は忘れられていませんか？そ

もそも、法律がなくても、人間なら「目の前にそう

いう事実があればするでしょ」というのも社会福

祉活動であったりもするのです。人々の暮らしの

現実に、法律の方があっているのか？を確認しな

ければいけません。 

1970 年代ぐらいまでの小説や映画には、元特攻

隊員や戦争体験を引きずる人々の苦悩が頻繁に登

場します。「あきお、きけ。おじいちゃんの若い頃

は軍隊でこうやって敬礼して…、お前もやってみ

ろ…、んでね！だらだらしてたら駄目よ。もっと

びしっと、そうでないとビンタでバーンって…」

祖父がそうして、軍隊時代のことを話していたこ

とを今でも思い出します。軍備も。そもそもは守

るため。攻めるため、国民を不幸にするためでは

ない。福祉だって同じです。国民に寄与する社会

福祉制度になっているかを、常に観察をしていく

ことが求められます。 
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